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別記様式１ 

年度モニタリング 

（平成 28 年度） 

 

施設名称 
志津児童センター 

上志津学童保育所外６学童保育所 

施設概要 

志津児童センター 

（所在地）〒285-0846 佐倉市上志津 1672 番地 7 

（施設構造）鉄骨コンクリート造、地上４階建（志津市民プラザ３階） 

（敷地面積）4,760.13 ㎡ 

（延床面積）3,123.61 ㎡（児童センター部分 328 ㎡） 

（建築年月）平成 27 年 11 月 

（開設年月）平成 27 年 12 月 

（施設内容）事務所、遊戯室、図書室 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：液

化天然ガス、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

 

各学童 

１．上志津学童保育所 

（所在地）〒285-0846 佐倉市上志津 1764 番地６ 

（施設構造）鉄骨造、地上１階建 

（敷地面積）1,476 ㎡ 

（延床面積）302 ㎡ 

（建築年月）昭和 54 年３月 

（開設年月）昭和 54 年４月 

（施設内容）学童保育室（１室）遊戯室 図書室 事務室 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：液

化石油ガス、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：60 名 ＊入所児童数 43 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～６年生 

２．第二上志津学童保育所 

（所在地）〒285-0846 佐倉市上志津 1752 上志津小学校敷地内 

（施設構造）木造、地上２階建 

（敷地面積）700 ㎡ 

（延床面積）140 ㎡ 

（建築年月）平成 28 年３月 

（開設年月）平成 28 年４月 

（施設内容）学童保育室（２室） 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：液
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化石油ガス、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：45 名 ＊入所児童数 35 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～２年生 

３．西志津学童保育所 

（所在地）〒285-0845 佐倉市西志津４丁目 26 番１号（単独施設、志津保育園敷地内） 

（施設構造）木造、地上２階建 

（敷地面積）2,413 ㎡ 

（延床面積）82 ㎡ 

（建築年月）平成６年２月 

（開設年月）平成６年４月 

（施設内容）学童保育室（２部屋） 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：都

市ガス（13Ａ）、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：30 名 ＊入所児童数 29 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～６年生 

４．第二西志津学童保育所 

（所在地）〒285-0845 佐倉市西志津７丁目２番１号（西志津小学校内） 

（施設構造）鉄骨造、地上２階建 

（敷地面積）26,200 ㎡ 

（延床面積）976.14 ㎡ 

（建築年月）平成 28 年３月 

（開設年月）平成 28 年４月 

（施設内容）学童保育室（２部屋）多目的室 教室４ 資料室 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：都

市ガス（13Ａ）、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：50 名 ＊入所児童数 53 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～３年生 

５．第三西志津学童保育所 

（所在地）〒285-0845 佐倉市西志津７丁目２番１号（西志津小学校内） 

（施設構造）鉄骨造、地上２階建 

（敷地面積）26,200 ㎡ 

（延床面積）976.14 ㎡ 

（建築年月）平成 28 年３月 

（開設年月）平成 28 年４月 

（施設内容）学童保育室（２部屋）多目的室 教室４ 資料室 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：都

市ガス（13Ａ）、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：40 名 ＊入所児童数 41 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～３年生 
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６．下志津学童保育所 

（所在地）〒285-0843 佐倉市中志津４丁目 26 番 16 号（下志津小学校内） 

（施設構造）鉄筋コンクリート造、地上１階建 

（敷地面積）18,990 ㎡ 

（延床面積）5,753 ㎡（学童保育部分 200 ㎡） 

（建築年月）昭和 42 年３月 

（開設年月）平成 13 年４月 

（施設内容）学童保育室（２部屋） 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：都

市ガス（13Ａ）、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：65 名 ＊入所児童数 51 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～６年生 

７．南志津学童保育所 

（所在地）〒285-0842 佐倉市下志津原 164 番地２（南志津小学校内） 

（施設構造）鉄筋コンクリート造、地上４階建 

（敷地面積）29,036 ㎡ 

（延床面積）818 ㎡（学童保育部分 128 ㎡） 

（建築年月）昭和 49 年７月 

（開設年月）平成 20 年４月 

（施設内容）学童保育室（２部屋） 

（基盤設備）電気：東京電力、水道：佐倉市水道事業、下水：佐倉市下水道、ガス：都

市ガス（13Ａ）、電話：NTT 東日本、その他：ケーブルテレビ 

（定員）定員：65 名 ＊入所児童数 66 名（平成 28 年４月１日時点） 

（対象学年）１年生～６年生 

施設の 

設置目的 

児童センターは、児童福祉法に規定された児童厚生施設であり、地域の児童に健全な

遊びを与えるとともに、地域の子育て支援を行い、子供を心身ともに健やかに育成する

ことを目的として設置された施設であります。 

学童保育所は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、授業の終了した放課

後及び長期休業その他学校休業日、土曜日等において、家庭に代わる生活の場を提供し、

適切な遊びや指導を通して、児童の健全育成を図るとともに、子育てと仕事の両立を支

援することを目的としています。 

指定管理者 テルウェル東日本株式会社 

指定期間 平成 26 年４月１日～平成 31 年３月 31 日 

委託料 380,667,172 円（平成 28 年度支払額 84,908,635 円） 

市所管課 健康子ども部子育て支援課 

第三者 志津児童センター運営委員会 
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①業務点検 

 

評 価 説 明 

Ｓ（優良） 適格に実施され、特に優れた成果が認められる。 

Ａ（適格） 適格に実施されている。 

Ｂ（概ね適格） 適格に実施されているが、改善の余地がある。 

Ｃ（要改善） 適格に実施されておらず、ただちに改善する必要がある。 

－（該当なし） 該当する事例がない。または、評価することができない。 

 

区 分 評価項目 
評価欄 

指 市 

Ⅰ 業務に関する基準 

１ 基本事項 

開所時間 開所時間が厳守され、速やかに業務が開始されているか。 Ａ Ａ 

管理範囲 管理範囲が厳守され、利用者を妨げることはないか。 Ａ Ａ 

利用制限 正当な理由なく利用者の利用を制限していないか。 Ａ Ａ 

適正利用 利用・減免等の手続は規定にのっとって正規に行われているか。 Ａ Ａ 

利用料金 利用料金の減免の基準、範囲・件数は適正か。 Ａ Ａ 

法令遵守 関連規定を理解し、法令遵守が確保されているか。 Ａ Ａ 

２ 維持管理業務に関する基準 

清 掃 

屋内・屋外ともに美観が維持されているか。 Ａ Ａ 

清掃は利用者の妨げにならない時間帯に行っているか。 Ａ Ａ 

定期清掃は規定の回数・基準を達成しているか。 Ａ Ａ 

廃棄物処

理 

適正な方法（分別等）と頻度により廃棄されているか。 Ａ Ａ 

廃棄物の減量に努めているか。 Ａ Ａ 

環境衛生 
必要な検査等は規定の回数・基準を達成しているか。 Ａ Ａ 

快適に利用できる環境となっているか。 Ａ Ａ 

公共料金支

払 
公共料金は滞りなく支払われているか。 Ａ Ａ 

景観維持 屋外の景観が維持されているか。 Ａ Ａ 

備品管理 
備品管理台帳が整備され、適切に記録されているか。 Ａ Ａ 

利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ Ａ 

修 繕 

適切に修繕を行うとともに、市への報告を行っているか。 Ａ Ｓ 

利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ Ａ 

消耗品の補充・管理は適正に行われているか。 Ａ Ａ 

警 備 
入退者管理、施錠管理、巡視等は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

夜間・休所日警備に支障はないか。 Ａ Ａ 

保守点検 法定点検その他定期点検を遅延なく確実に実施しているか。 Ａ Ａ 
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点検によって発見された不具合の報告を適切に行っているか。 Ａ Ａ 

安全点検 
施設内・施設外に危険箇所はないか。 Ａ Ａ 

避難経路や消防設備の付近に障害物はないか。 Ａ Ａ 

駐車場 
設備の損傷や危険物、違法駐車はないか。 Ａ Ａ 

事故・盗難等の発生について市への報告を怠っていないか。 Ａ Ａ 

３ 施設運営業務に関する基準 

利用手続 使用許可や利用料金徴収の手続きは適正に行われ、迅速かつ円滑か。 Ａ Ａ 

利用料金 

徴収 

出納簿等は整備されているか。 Ａ Ａ 

現金は必要最小限とし、盗難・紛失等のないよう管理されているか。 Ａ Ａ 

利用料金の額、支払方法、減免基準等について、周知は十分か。 Ａ Ａ 

物品販売

等許可 

物品販売、寄付の募集、広告物の掲示・配布等の許可が適切に行われ、

利用者の妨げとなっていないか。 
Ａ Ａ 

記録業務 
日報や各種記録（文書・画像・音声・映像等）を行い、整理している

か。 
Ａ Ａ 

広報活動 

利用者への掲示物・案内等はわかりやすく用意されているか。 Ａ Ａ 

各種広報活動により利用者への周知が図られているか。 Ａ Ａ 

パンフレット・チラシ等の在庫切れはないか。 Ａ Ａ 

Web サイトは利用しやすく、適宜更新されているか。 Ｂ Ｂ 

意見等 

受付 

意見・要望・苦情等の受付手段及び機会は適切か。 Ａ Ａ 

受け付けた意見・要望・苦情等を記録し、改善に努めているか。 Ａ Ａ 

相談業務 
相談内容及び個人情報の保護は徹底されているか。 Ａ Ａ 

相談事業の利用方法について周知は十分か。 Ａ Ａ 

企画事業 

事前に計画書を文書で市に提出し、承諾を得た上で実施し、実施後適

切に報告を行っているか。 
Ａ Ａ 

企画事業の内容、実施回数、参加費の額は適切か。 Ａ Ａ 

留意事項 
拾得物台帳を作成し、拾得物を所轄の警察署に届けているか。 Ａ Ａ 

管理運営の実施等に関する市の調査に協力しているか。 Ａ Ａ 

【児童センター】 

日常業務 

遊ぶ際に守るべき事項が、利用者に理解できるように周知されている

か。 
Ａ Ａ 

乳幼児と保護者が日常的に利用しやすく、保護者同士が交流する機械

が設けられているか。 
Ａ Ａ 

異なる学校や年齢の児童が交流できる場となっているか。 Ａ Ａ 

中高生が利用しやすい場となっているか。 Ｂ Ｂ 

  



6 

 

 

【学童保育所】 

利用手続 使用許可や利用料金徴収の手続きは適正に行われているか。 Ａ Ａ 

統括施設 
統括施設（児童センター）から各学童保育所へのフォロー体制は整備 

されているか。 
Ａ Ａ 

日常事業 

学童での１日の過ごし方は望ましい内容か。 Ａ Ａ 

保護者への対応、コミュニケーションはとれているか。 Ａ Ａ 

学校との連絡体制は適切にとられているか。 Ａ Ｓ 

４ 経理事項に関する基準 

財務処理 財務事務処理規程が定められ、遵守されているか。 Ａ Ａ 

区分会計 区分会計により独立した帳簿及び預金口座で管理しているか。 Ａ Ａ 

帳簿管理 帳簿書類等は適切に保存されているか。 Ａ Ａ 

５ 独自事業に関する基準 

事業計画 独自事業の実施にあたり、事前に計画書を市へ提出しているか。 Ａ Ａ 

６ 目的外業務に関する基準 

行政財産 

使用許可 

目的外業務（公衆電話設置等）の実施にあたり、行政財産使用許可申

請を行っているか。 
Ａ Ａ 

目的外業務の実施による利用者への妨げはないか。 Ａ Ａ 

Ⅱ 運営体制・組織に関する基準 

１ 基本事項 

労務責任 

業務従事者の労務に関し法令が遵守され、責任ある体制となっている

か。 
Ａ Ａ 

業務従事者から労務に関する苦情等は出ていないか。 Ａ Ａ 

労働時間の管理は適切になされているか。 Ａ Ａ 

資格・免許 必要資格及び免許等が取得されているか。 Ａ Ａ 

許認可等 必要な許認可及び届出等が行われているか。 Ａ Ａ 

２ 実施体制に関する基準 

人員配置 業務主任担当者及びスタッフの人員配置は適切か。 Ａ Ａ 

研修等 必要な訓練・教育・研修等が計画的に実施されているか。 Ａ Ａ 

連絡体制 指定管理者の団体本部との連絡体制は整備されているか。 Ａ Ｓ 

接 遇 

職員（スタッフ）は名札及び清潔な服装を着用しているか。 Ａ Ａ 

職員（スタッフ）のあいさつが徹底され、親切・丁寧な対応がなされ

ているか。 
Ａ Ａ 

３ 一部業務委託（再委託）に関する基準 

委託範囲 再委託の範囲及び委託先の選定は適切か。 Ａ Ａ 

報 告 再委託の計画及び契約書等について市へ提出しているか。 Ａ Ａ 

履行確認 再委託業務の履行確認は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

４ 運営協力体制に関する基準 
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協力体制 関係機関、団体、住民等と十分な連携が図られているか。 Ａ Ａ 

５ 安全管理・危機管理に関する基準 

平常時 保守点検、巡視等は適切に行われているか。 Ａ Ａ 

体制整備 
危機管理計画及び危機管理マニュアル等は整備されているか。 Ａ Ａ 

非常時の連絡体制は確立されているか。 Ａ Ａ 

事故災害対

応 
事故・災害等発生時は市へ直ちに報告され、適切に対処したか。 Ａ Ａ 

損害賠償 第三者への損害賠償は適切に行われているか。 - - 

保険加入 必要な保険に加入し、その範囲は適正か。 Ａ Ａ 

６ 個人情報保護・情報公開・情報管理に関する基準 

守秘義務 業務上知り得た秘密を他人に漏らしていないか。 Ａ Ａ 

個人情報保

護 
個人情報保護条例に基づき、適切に処理されているか。 Ａ Ａ 

情報公開 
情報公開条例に基づき、適切に処理されているか。 Ａ Ａ 

総合的かつ積極的な情報公開の推進が図られているか。 Ａ Ａ 

情報管理 
情報管理計画及び情報管理マニュアル等は整備されているか。 Ａ Ａ 

情報セキュリティ（コンピュータウィルス対策等）は万全か。 Ａ Ａ 

７ 事業計画及び事業報告に関する基準 

書類提出 
事業計画及び事業報告は規定どおりに提出されているか。 Ａ Ａ 

事業計画及び事業報告の内容に虚偽及び重大な誤りはないか。 Ａ Ａ 

８ 連絡調整に関する基準 

連絡会議 市との連絡会議を適宜行い、十分な調整は図られているか。 Ａ Ａ 

 

 

［意見記述欄］業務点検 

指定管理者 

 児童センター及び全学童保育所を常時、清潔に保つために、日常的清掃を重点に取 

り組んでいます。その際、安全点検も同時に行い、安全確保に努めています。 

 また、学校行事等に積極的に参加したり、日常的に報告・連絡・相談を行ったりし 

て、学校との連携を密にするよう努めています。 

市 

 施設に常に目配りをしていただき、老朽化した部分の補修や塗装などが適切に行われ

ました。児童センター、学童保育所とも、安全で快適な環境を維持していただきました。 

 また、学校と積極的に連絡を取られており、良好な関係を築かれています。児童セン

ターや学童保育所を運営するに当たっては学校との協力体制が欠かせないので、今後と

も連携して児童の健全育成を行ってくださいますようお願いいたします。 
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②利用状況等分析 

 

学  童 
前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

利用料金収入（円） 19,141,750 27,200,000 23,929,750 125.0 88.0 

減免申請者数/月 48 48 71 147.9   147.9 

登録児童数/月 

【上志津学童保育

所】 

61 60 40 65.6 66.7 

登録児童数/月 

【第二上志津学童

保育所】 

- 50 36 - 72.0 

登録児童数/月 

【西志津学童保育

所】 

20 30 26 130.0 86.7 

登録児童数/月 

【第二西志津学童

保育所】 

65 50 50 76.9 100.0 

登録児童数/月 

【第三西志津学童

保育所】 

- 40 42 - 105.0 

登録児童数/月 

【下志津学童保育

所】 

38 65 47 123.7 72.3 

登録児童数/月 

【南志津学童保育

所】 

55 65 63 114.5 96.9 

 

［意見記述欄］利用状況等分析 

指定管理者 

西志津小学校区の学童保育所の今年度実績値が前年度と比較し、1.4 倍、また、上志 

津小学校区の学童保育所の同数値が 1.2 倍となり、２つの小学校においては、児童数も

多く、今後も学童利用希望者は微増傾向が続くと思われます。   

児童センター 
前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

延べ利用者数（人） 25,668 25,668 33,039 128.7 128.7 
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児童センターが志津駅近くに新設され、駐車場を有することもあり、遠方からの利用

も可能になって利用者が増加傾向にあります。引き続き、利用者からの声を聞きながら

事業を推進して参ります。 

市 

 学童保育所を利用される家庭の割合が増えてきているので、学童利用者の増加傾向は

続くと思われます。今後とも、適正な人員配置の上、児童の受け入れをお願いします。 

 前年度途中に児童センターが志津駅前の複合施設内に移転したことにより、利用者が

大きく増えています。継続してご利用いただけるよう、幅広い年代に受け入れられるよ

うな事業展開を期待します。 
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③経営分析 

 

経営分析指標 

（児童センター） 

前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

収入（円） 26,517,806 26,008,046 26,008,046 98.1 100.0 

支出（円） 31,373,823 23,152,480 25,722,829 82.0 111.1 

収支（円） 

〈収入－支出〉 
-4,856,017 2,855,566 285,217 － 10.0 

人件費比率（％） 

〈人件費／支出〉 
84.6 87.0 88.7 － － 

利用者当たり管理コスト（円） 

（支出／述べ利用者数） 
1,222 902 778 63.7 86.3 

利用者当たり市負担コスト（円）

（委託料／述べ利用者数） 
1,033 1,013 787 76.2 77.7 

 

 

経営分析指標 

（学 童） 

前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

収入（円） 57,740,448 89,300,589 85,642,619 148.3 95.9 

支出（円） 56,080,250 87,295,465 82,300,731 146.8 94.3 

収支（円） 

〈収入－支出〉 
1,660,198 2,005,124 3,341,888 201.3 166.7 

利用料金比率（％） 

〈利用料金収入／収入〉 
33.2 30.5 27.9 － － 

人件費比率（％） 

〈人件費／支出〉 
89.6 86.1 90.7 － － 

利用者当たり管理コスト（円） 

（支出／平均登録数(月)） 
234,645 242,487 270,726 115.0 111.7 

利用者当たり市負担コスト（円） 

（委託料／平均登録数(月)） 
155,454 163,613 193,752 124.6 118.4 
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経営分析指標 

（全 体） 

前年度 

実績値 

今年度 

計画値 

今年度 

実績値 

対前年度比 

（％） 

対計画値比 

（％） 

収入（円） 84,258,254 115,308,635 111,650,665 132.5 96.8 

支出（円） 87,454,073 110,447,945 108,023,560 123.5 97.8 

収支（円） 

〈収入－支出〉 
-3,195,819 4,860,690 3,627,105 － 74.6 

 

 

［意見記述欄］経営分析 

指定管理者 

 児童センターでの人件費の減額により、支出が減少となりました。 

 また、西志津小学校区、南志津小学校区の利用者数の増加に伴い、利用料収入が増加

したことにより収支が前年度より大幅に増加となりました。 

 

市 

 前年度まで支出超過でしたが、今年度は収支がプラスとなりました。配置基準を遵守

した上での、計画的な人員配置によるものと思われます。指定管理の５年間で収支のバ

ランスが取れるような運営をお願いします。 
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④業務実施状況確認 

 

【児童センター単年度計画】 

事業計画・目標 実施状況・効果 

子育て中の親子が一日ゆっくり安心して過ごせ

る居場所を提供することにより、利用者を増加させ

ていきます。 

 

赤ちゃん広場を、毎週水曜日に開催していま

す。ママ友づくりや、子育てトーク、ふれあい遊

び、計測等を実施しています。インストラクター

によるきめ細かい対応により、利用人数は増加の

傾向にあります。 

ちびっこ広場を、火・木・金曜日に開催してい

ます。季節の行事や工作、外部講師による親子体

操等を取り入れています。利用人数は増加の傾向

にあります。 

子どもたちが楽しく充実感をもって活動できる

場を提供することにより、利用者の増加を図ってい

きます。 

茶道・生け花教室や囲碁将棋教室など伝統的な

文化にふれる機会を提供しています。 

卓球台開放（毎日）は、小中学生が体を動かし、

交流する場となっています。 

また、フレンドリークラブ（こどもボランテイ

ア）は、美化活動やセンターの行事のお手伝いに

意欲的に取り組んでいます。 

 

【児童センター中・長期計画】 

事業計画・目標 実施状況・効果 

子どもが健やかに成長し、自立していくため、

地域で温かく見守られる中で多様な人との交流を

得られ、家庭が子育て力を高めていけるような関

わりができる場や機会＝「成長空間」を創りだし

ます。 

また、子どもとその家庭が豊かな関わり合いを

持てる場を広げていくため、地域の中で支援の担

い手を増やし、その連携を図ることにより、「成長

空間」を支える「地域力」を高めます。 

 

各事業につきましては、赤ちゃん広場、子ども

の各教室では地域ボランティアの方々、また、セ

ンターまつり・成木もちづくりの機会には、地域

交流会の方々、そして、社会福祉協議会、高齢者

クラブの皆様のご協力をいただき、進めてまいり

ました。 

また、毎年実施しているプロナチュラリスト

佐々木洋先生による自然観察会は、毎回好評で、

子どもたちの自然に対する興味関心を高める一助

となっています。 

 

 

 

 

 

 



13 

 

【学童単年度計画】 

事業計画・目標 実施状況・効果 

開所時間、休所日については、現行の体系を踏

襲します。 

 

現行の体系を踏襲しています。 

なお、台風・大雨・学級閉鎖等により急遽開所

時間を変更する必要が出た場合に、指導員のシフ

トを変更し適正に対応することができました。 

 

保護者が安心して子どもを預けられる環境整備

に努めていきます。 

携帯型非常通報装置（ココセコム）を各学童保

育所に配置しました。 

また、年３回の避難訓練や警察署による不審者

対応の防犯教室を開催しました。 

 

アンケート調査による意見収集を実施し、分

析・評価し、運営の改善に生かします。 

 

学童保育所児童の保護者の要望を把握するため

アンケート調査を実施するとともに、次年度実施

に向けた検討をしました。 

 

 

【学童中・長期計画】 

 実施状況・効果 

子どもたちが心温まる雰囲気の中でたくさんの

友だちやスタッフと生活を共にし、のびのびと過

ごせる環境を整えます。「佐倉市学童保育所設置及

び管理に関する条例」等関係法令を遵守し、家庭

の三要素といえる「遊びの場」「生活の場」「学び

の場」を兼ね備えた居場所となるような学童保育

所を目指し、４つの環境を整えます。 

・子ども達の安全を第一に考え、のびのびと楽し

く充実した時を過ごせるようにする。 

・常に見守り、子どもに安らぎを与える。 

・子どもの自主性を重んじ、社会性を身につける。 

・子どもがリラックスできる環境を整え、異年齢

間の関わりを大切にしながら仲間意識、他者への

思いやりなどの人間関係を学び、社会性を身につ

ける。 

各学童保育所において、地域ボランティアの方

によるおはなし会や、季節行事を取り入れたお楽

しみ会を開催しています。 

また、いじめ防止や人権の大切さを学ぶ機会と

して、夏休みに各学童保育所において、佐倉市人

権擁護委員の酒井孝子氏による児童向けの人権研

修や名取住職による講話会を開催しました。 

なお、学童指導員の資質向上のために、千葉県

放課後児童クラブ指導員研修会をはじめとする各

種研修に、積極的に参加する機会を設けてきまし

た。 

そして、７学童全体の指導員交流会を年２回開

催し、指導員の交流及び意識向上をはかると共に、

各学童保育所での保育方法や工作などの優良事例

の発表・情報共有することに取り組んできました。 
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［意見記述欄］業務実施状況確認 

指定管理者 

児童センター及び学童保育所の業務実施にあたっては、業務基準書に沿って実施す

るとともに、学童指導員、インストラクター、職員が一丸となって、子どもたちの健

全育成と子どもや親子が一日ゆっくり安心して過ごせる居場所となるよう、創意工夫

し取り組みました。また、学童保育所の横の連携を深めるための職員交流会など職員

研修の充実にも力を入れていきます。 

 

市 

 児童センターにおいては、地域ボランティアの方々の協力を得て、様々な事業を開催

されています。児童センターが地域に開かれた施設であることは、子どもたちの成長に

はもちろん、地域の方々にとっても有り難いことです。今後とも、多くの人が関わりな

がら子どもたちの成長を見守れるような場を提供していただきますようお願いします。 

 学童保育所においては、携帯型非常通報装置を導入されるなど、事業者として積極的

に防犯対策に取り組んでいただきました。また、佐倉市主催の研修に多くの指導員が参

加されていることや、指導員同士の交流会を実施されていることからも、指導員の資質

向上への熱意を感じます。引き続き、保育の質向上への取り組みをお願いします。 
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⑤利用者満足度調査報告 

 

実施方法等 

平成 28 年 11 月に、志津児童センターについては利用者を対象として、学童保育所に

ついては保護者を対象にアンケート調査を実施し、満足度・改善要望・広報についての

ご意見をお聞きしました。 

回答数等 志津児童センターから 187 名、学童保育所から 237 名の回答をいただきました。 

実施結果 

志津児童センター 

 (保護者１２８名) 

☆職員の対応はいかがですか 

・良い…１１８名(９２．２％) ・普通…１０名(７．８％)  ・悪い…０名(０％) 

☆館内の清掃は行き届いていますか 

・綺麗…１２１名(９４．５％) ・普通…７名(５．５％)  

・汚い場所がある…０名(０％) 

（小学生５９名） 

☆センターはたのしいですか 

・楽しい…４４名(７４．６％) ・ふつう…１５名(２５．４％)   

・楽しくない…０名(０％) 

 

学童保育所 

（保護者) 

☆お子様は学童に嫌がらずに行っていますか 

・はい…２１２名(８９．５％) ・いいえ…２４名(１０．１％)   

・無回答…１名（０．４％） 

☆指導員の対応に満足していますか 

・はい…２０３名(８５．６％) ・いいえ…７名(３．０％)   

・どちらとも言えない…２７名(１１．４％) 

☆学童での生活内容等は機関紙や掲示物等で伝わっていますか 

・はい…１８９名（７９．８％) ・いいえ…２名(０．８％)   

・どちらとも言えない…４５名（１９．０％）・無回答…１名（０．４％） 

 

 

回答者の意見等 対応策等 

本の量を増やしてほしい。    

（学童保育所） 

市内の書店に選書を依頼し、各学童保育所に 35

冊の絵本・児童書を配置しました。 

 防犯対策を具体的に示してほしい。 

（学童保育所） 

携帯型非常通報装置（ココセコム）を児童セン

ターと各学童保育所に整備し、外遊び等屋外活動

中も、緊急通報できるようにしました。 

また、警察署による不審者対応の防犯教室を開

催しました。 
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 おやつについて、学童利用が少ないため、注文

しても余ってしまう。 

（学童保育所） 

平成 29 年度より、おやつ注文に週５回コース、

週３回コースを設定する予定です。 

 

 

［意見記述欄］利用者満足度調査報告 

指定管理者 

指定管理者が改善すべき項目については、貴重なご意見として速やかに改善したいと

考えています。 

また、多くの利用者から「満足できる」とのご意見をいただいていますが、現状に甘

んずることなく今後もさらに、学童保育所の保護者や児童、来館する子どもたちに安心・

安全で楽しんでもらえる施設運営に努めてまいります。 

 

市 

 多くの利用者から高い評価を受けています。また、ご意見やご要望にも適切にご対応

いただいています。多様なご要望に対応されている様子から、指定管理者本部と現場の

スタッフとの連絡体制が整っていることがうかがえます。 

今後とも、利用者の声を取り入れながら、よりよい施設となることを期待します。 
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⑥総合評価 

 

［意見記述欄］総合評価（平成 28 年度） 

指定管理者 

【児童センター】 

施設の設置目的である「地域の児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操

を豊かにする」のために、乳幼児親子、小・中学生、高校生がだれでも気軽に安心し

て立ち寄れる場所として、また、子育て中の親子や子どもにとって、魅力ある施設と

して利用して頂けるよう、施設運営及び施設内外環境の整備等を実施しました。 

引き続き、子育て中の親子や子どもが一日ゆっくり安心して過ごせる居場所であり、

志津地区の子育て支援事業の拠点となる施設として、市との連携を密にし、佐倉市に

沿った「安心・安全」な施設運営に全力で取り組んでいきます。 

【学童保育所】 

  施設の設置目的である「保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後の

生活の場を提供し遊びの指導を行うことにより児童の健全育成を図るとともに、子育

てと仕事の両立を支援すること」のために、子どもたちに対しての安全・保護者に対

しての安心を最優先し、「第二の家庭」として子どもたちが「帰りたくなる」学童保育

所を目指し、学童保育所の運営と保育環境の整備を実施しました。 

引き続き、「遊びの場」「生活の場」「学びの場」「学習の場」を兼ね備えた居場所と

なる学童保育所となるよう、市との連携を密にして、「安心・安全」を最優先し、子ど

も一人ひとりが成長できる学童保育所の運営に指導員、スタッフ一同全力で取り組ん

でいきます。 

 

市 

 児童センターの利用者は増加しており、特に乳児親子向けの事業が好評のようです。

また、他の事業についても利用者の反応を見ながら改善するなど、臨機応変に工夫を重

ねていただいています。今後とも、引き続き魅力的な事業運営をお願いします。 

 学童保育所については、学区によっては利用者が急増している施設もあります。引き

続き、適正な人員配置とともに、良質な保育環境の整備を期待しています。 
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年度モニタリング〔第三者（利用団体等）評価〕  

（平成２８年度） 

 

施設名称 志津児童センター 

評価者・団体 志津児童センター運営委員会 

 

［別記２－①］ 業務点検シート 

 

評 価 説 明 

Ｓ（優良） 適格に実施され、特に優れた成果が認められる。 

Ａ（適格） 適格に実施されている。 

Ｂ（概ね適格） 適格に実施されているが、改善の余地がある。 

Ｃ（要改善） 適格に実施されておらず、ただちに改善する必要がある。 

－（該当なし） 該当する事例がない。または、評価することができない。 

 

区 分 評価項目 評価欄 

Ⅰ 業務に関する基準 

１ 基本事項 

【児童センター・学童保育所共通】 

開所時間 開所時間が厳守され、速やかに業務が開始されているか。 Ａ 

利用制限 正当な理由なく利用者の利用を制限していないか。 Ａ 

２ 維持管理業務に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

清 掃 屋内・屋外ともに美観が維持されているか。 Ｓ 

環境衛生 快適に利用できる環境になっているか。 Ｓ 

備品管理 利用に支障をきたす状態のまま放置されていないか。 Ａ 

安全管理 施設内・施設外に危険箇所はないか。 Ａ 

３ 施設運営業務に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

広報活動 
各種広報活動により利用者への周知が図られているか。 Ａ 

Web サイトは利用しやすく、適宜更新されているか。 Ａ 

意見等 

受付 

意見・要望・苦情等の受付手段及び機会は適切か。 Ａ 

受け付けた意見・要望・苦情等を記録し、改善に努めているか。 Ａ 

企画事業 企画事業の内容、実施回数、参加費の額は適切か。 Ａ 

【児童センター】 

日常事業 

遊ぶ際に守るべき事項が、利用者に理解できるように周知されているか Ａ 

乳幼児と保護者が日常的に利用しやすく、保護者同士が交流する機会が

設けられているか。 
Ａ 

異なる学校や年齢の児童が交流できる場となっているか。 Ａ 

中高生が利用しやすい場となっているか。 Ａ 
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交流事業 地域の高齢者等と児童の交流を図る機会が設けられているか。 Ａ 

【学童保育所】 

利用手続 使用許可や利用料金徴収の手続きは適正に行われているか。 － 

統括施設 
統括施設（児童センター）から各学童保育所へのフォロー体制は整備さ

れているか。 
Ａ 

日常事業 

学童での１日の過ごし方は望ましい内容か。 Ａ 

保護者への対応、コミュニケーションはとれているか。 Ａ 

学校との連絡体制は適切にとられているか。 Ａ 

 

区 分 評価項目 評価欄 

Ⅱ 運営体制・組織に関する基準 

１ 実施体制に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

人員配置 業務主任担当者及びスタッフの人員配置は適切か。 Ａ 

接 遇 

職員（スタッフ）は名札及び清潔な服装を着用しているか。 Ｓ 

職員（スタッフ）のあいさつが徹底され、親切・丁寧な対応がなされて

いるか。 
Ｓ 

２ 運営協力体制に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

協力体制 関係機関、団体、住民等と十分な連携が図られているか。 Ａ 

３ 安全管理・危機管理に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

危機管理 
利用者を含めた避難訓練を実施しているか Ａ 

災害時の学校や保護者との連絡体制は整備されているか。 Ａ 

４ 個人情報保護･情報公開･情報管理に関する基準 

【児童センター・学童保育所共通】 

情報管理 個人情報の管理は適正に行われているか。 Ａ 

 

 

［別記２－⑥］ 総合評価 

 

［意見記述欄］総合評価 

 児童センターが新設され、利用者が増加したことにより、その対応が難しい中、利用者の立場を考

えた運営をしています。今後も、事故がないよう努力してください。 

 子どもたちにとって「居場所」がたくさんあることが大切です。また、子育てに悩む保護者の皆様

にとっても相談できる場所や機会が多くあることが必要です。これからも、学校と児童センターが

連携しながら子どもたちを育てていきましょう。 

 

 


